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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年４月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚（１件目の事故） 

乗組員死亡（２件目の事故） 

発生日時 令和３年３月９日 ０９時４０分ごろ（１件目の事故） 

令和３年３月９日 １０時１８分ごろ（２件目の事故） 

発生場所 （１件目の事故） 

神奈川県湯河原町吉浜沖 

 福浦港東防波堤灯台から２４８°１,４１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.７′ 東経１３９°０７.１′） 

（２件目の事故）  

神奈川県湯河原町福浦漁港 

 福浦港東防波堤灯台から０１４°９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.０′ 東経１３９°０７.９′） 

事故の概要 （１件目の事故） 

作業船第十一豊
ほう

松
しょう

丸は、測量作業中、潜堤の消波ブロックに乗り

揚げた。 

 第十一豊松丸は、船尾空所内排気管に破損を生じた。 

（２件目の事故） 

 作業船第十一豊松丸は、自力航行して係留桟橋に着岸し、損傷状況

確認中、水没して船長が死亡し、機関の濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和３年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 第十一豊松丸、２.２トン 

２８０－２５６０４神奈川、株式会社鈴木組（Ａ社） 

８.７０ｍ×２.３０ｍ×１.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７７.２０kＷ、平成２年１月 

 乗組員等に関する情報 

 

 

   

船長Ａ ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年１月１２日 

  免許証交付日 平成２９年４月７日 

         （令和４年４月１９日まで有効） 
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 死傷者等 （１件目の事故） 

なし 

（２件目の事故） 

死亡 １人（船長Ａ） 

 損傷 （１件目の事故） 

船尾空所内排気管に破損 

（２件目の事故） 

機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 （１件目の事故） 

 本船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員２人（以下「作業員

Ａ」、「作業員Ｂ」という。）を乗せ、湯河原町湯河原海岸 1 の沖の

水深を測量する目的で、測量機材を積み込んで船内に設置した後、令

和３年３月９日０７時５０分ごろ、神奈川県真鶴町真鶴港を出港し

た。 

 本船は、０８時３０分ごろ湯河原海岸沖に到着し、船長が海象状況

の確認を行った後、湯河原海岸沖のＮｏ.１～Ｎｏ.４の測線のうち、

東側にあるＮｏ.４から順番にＮｏ.１までの測線を沖から陸岸に向か

って沖に戻る要領で１往復ずつ測深を行う予定であった。 

 船長Ａは操舵区画右舷側の操舵スタンドの前に立って船橋当直につ

き、作業員Ａは操舵区画の左舷側で、左舷船首部に取り付けた測量器

材と接続したＧＰＳプロッター（以下「本件ＧＰＳプロッター」とい

う。）を見て測線上への本船誘導と計測ポイントを作業員Ｂに伝え、

作業員Ｂは船尾甲板で測量器材と接続された計測器材が表示した同計

測ポイントの水深を記録するという手順で測深を開始した。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ 測深作業における配置図 

 

本船は、Ｎｏ.４の測線の沖から陸側に向かって約４ノットの対地

速力で測深を開始し、次にＮｏ.３の測線、その次に‘Ｎｏ.２の測線

                             

 「湯河原海岸」とは、国が定めた「海岸保全方針」により剣崎から静岡県県界までを相模灘沿岸とし

た最西側の海岸をいう。 



- 3 - 

 

の湯河原海岸沖の潜堤’（以下「本件潜堤」という。）の沖側の測深

を行い、本件潜堤の東側にある黄色の灯標を左舷側に見て本件潜堤の

内側に入った。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 湯河原海岸沖の本船の測深順序 

 

 本船は、０９時３６分ごろ本件潜堤の内側のＮｏ.２の測線のポイ

ントを陸岸から沖に向かい、沖から陸岸に向かって測深を行い、同ポ

イントの測深終了後、湯河原海岸と本件潜堤との間の海域の東側に向

け航行し、本件潜堤の北端付近でいつものとおり目視で位置を確認し

て右舵を取って回頭中、０９時４０分ごろ船底に衝撃を感じた。 

 Ａ社社員が、湯河原海岸で本船を見ていた際、本船の船尾が下がっ

ているのを認め、Ａ社に本船に異常があることを報告した。 

 船長Ａは、０９時４３分ごろ、本船の船尾甲板に海水が流入してい

ることを認めて本件潜堤の消波ブロックに乗り揚げたことを知り、機

関室を確認したところ浸水はなく、作業員Ｂは器材保護の目的で船尾

甲板に設置していた計測器材を船首側に移動させた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真１ 本船 

 

 船長Ａは、Ａ社担当者から本船の状況を確認する電話があり、船尾

甲板が浸水している旨の報告を行い、同担当者から湯河原町福浦漁港
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に向かうよう指示があったので同漁港に向かい、１０時１０分ごろ入

港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 

（２件目の事故） 

本船は、船長Ａが、福浦漁港の物揚げに使用する斜
しゃ

路
ろ

（以下「本件

斜路」という。）に前進の機関を使って本船の船首を揚げたところ、

同漁港関係者から、桟橋（以下「本件桟橋」という。）に移動するよ

う依頼され、船尾甲板への浸水がない状態であったので、１０時１５

分ごろ本件桟橋に右舷着けした。 

 船長Ａは、船尾方が沈んでいるので船尾空所を確認しようと同空所

ハッチを開けようとしている間、作業員Ａ及び作業員Ｂが測量器材を

持って下船し、船尾がさらに水没してきたので船首方に移動した。 

本船は、１０時１８分ごろ、船長Ａが船尾甲板から操舵区画に移動

した後、左舷側に大きく傾き、船首部を残して沈没した。（写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真２ 沈没した本船の状況 

 

 本件桟橋付近にいた福浦漁港関係者は、本船がさらに水没を始めた

ので自ら救出を行うことができず、湯河原町内の潜水員（以下「本件

潜水員という。」）の手配及び１１９番通報を行った。 

Ａ社担当者は、本件桟橋に到着したのち、海上保安庁に通報を行っ

た。 

 船長Ａは、来援した潜水員により本船から海面に引き上げられた

後、到着したレスキュー隊が救命処置を行いながらドクターヘリの要

請を行い、救急車でドクターヘリの発着場所まで移送された。 

船長Ａは、ドクターヘリで神奈川県伊勢原市内の病院に搬送後、医

師により死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

（付図２ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 （１件目の事故） 

本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

本船は、令和２年２月に第６回目の定期検査を受けており、本事故
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当時、船長Ａが出港前点検を行った際、異常はなかった。 

本船主機は、関接冷却方式であり、主機冷却清水を海水で冷却し、

その冷却海水を主機の排気管を通じて船外に放出するものであった。 

本船は、本事故後に引き揚げられ、船尾空所内の排気管に破損があ

り、同破損箇所から船尾空所内に冷却海水及び船外から海水が流入し

た可能性がある。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図３ 本船の損傷状況 

 

船長Ａは、平成１７年６月１日にＡ社に入社し、以後測量船に乗組

んで約１６年の経験を有しており、湯河原海岸沖の測量作業はＡ社の

もう一人の船長（以下「船長Ｂ」という。）が不在時に作業を行って

いた。 

船長Ａは、首掛け型の救命胴衣を着用していた。 

船長Ａは、湯河原海岸の地形を把握しており、本船で港内を移動す

る際は目視のみで航行していた。 

船長Ｂは、湯河原海岸沖の測量作業中、測線を移動する際、陸上の

地形を見て本船の位置を把握でき、本船から本件潜堤の消波ブロック

が見えて避けられるので、目視で航行していた。 

本件ＧＰＳプロッターは、測量作業器材として使用しており、等深

線は表示されていたが、本件潜堤は表示されていなかった。 

 作業員Ａは、測量作業において本船を測線上に誘導していたが、次

に測深する測線への移動は船長Ａの操船に任せていた。 

（２件目の事故） 

漁港関係者は、船長Ａが本件斜路で本船を前進の機関を使って安定
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させており、本船の後部甲板に浸水がなく、安定しているように見え

たので、本件桟橋に移動するよう依頼した。 

 作業員Ａは、測量器材を本件桟橋で陸揚げ中、本船船尾が沈み始

め、船長Ａが船尾甲板から操舵区画に移動した後、本船が左側に傾

き、操舵区画の覆いが死角となり船長Ａが見えなくなったと思った。 

作業員Ａは、本事故当時、船尾甲板が沈み始めてから操舵区画が水

没するまでは１０秒程度の時間だったと思った。 

本件潜水員は、入水して操舵区画下部の機関室内で、船長Ａが、着

用した救命胴衣が膨らみ、同救命胴衣と機関のドレンホースが絡んだ

状態になっているところを発見し、救命胴衣をナイフで切断して救助

を行った。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ａが発見された機関室 

 

 Ａ社は、小田原海岸沖の２５本の測線及び湯河原海岸沖の４本の測

線の測量作業を請負って海岸の水深の経年変化を調べていた。  

分析 

 乗組員等の関与 

  

船体・機関等の関与 

  

気象・海象等の関与 

 

判明した事項の解析 

 

（１件目の事故）あり 

（２件目の事故）あり 

（１件目の事故）なし 

（２件目の事故）あり 

（１件目の事故）あり 

（２件目の事故）なし 

（１件目の事故） 

 本船は、湯河原海岸沖を北東進中、船長Ａが、陸上の地形を見て本

船の位置が分かり、本件潜堤の消波ブロックを本船から見て避けられ

ると思い、本件潜堤の北端付近を目視で航行したことから、ふだんど

おり右舵を取り回頭している際、北東風により圧流されていることに

気付かず、消波ブロックに乗り揚げた可能性があると考えられる。 

（２件目の事故） 
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船長Ａの死因は、溺水であった。 

本船は、消波ブロックに乗り揚げた際、その衝撃で船尾空所内の排

気管に破損を生じて同破損箇所から冷却海水及び船外からの海水が船

尾空所内に流入し、船長Ａが、本件桟橋に右舷着して船尾甲板で船尾

空所内を確認しようとしていたことから、船尾空所内の浸水量が増え

て船尾がさらに沈下し、船尾甲板から操舵区画付近に移動したあと、

本船が左側に横転して沈没し、船長Ａが溺水したものと考えられる。 

 船長Ａは、船尾が沈下した状況下、船尾甲板で船尾空所内の損傷状

況を確認しようとした際、本船が船尾方から沈み始め、船尾甲板から

操舵区画に移動したあと、本船が左側に横転して沈没して機関室に吸

いこまれたことから、機関室内で救命胴衣と機関ドレンホースが絡

み、脱出することができずに溺死したものと考えられる。 

原因 （１件目の事故） 

本事故は、本船が、湯河原海岸沖を北東進中、船長Ａが、陸上の地

形を見て本船の位置が分かり、本件潜堤の消波ブロックを本船から見

て避けられると思い、本件潜堤の北端付近を目視で航行したため、右

舵を取り回頭している際、北東風により圧流されていることに気付か

ず、消波ブロックに乗り揚げた可能性があると考えられる。 

（２件目の事故） 

 本事故は、本船が、本件桟橋に右舷着けされ、船尾が沈下した状況

下、船長Ａが、船尾甲板で船尾空所内の損傷状況を確認しようとした

ため、船尾方から沈み始めて左側に横転して沈没した際、操舵区画か

ら機関室に吸いこまれて救命胴衣と機関ドレンホースが絡み、脱出す

ることができなかったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、浅所がある海域を航行する際、目視だけでなくＧＰＳプ

ロッターに表示された等深線を活用し、潜堤等の浅所と安全な距

離を保って航行すること。 

・船長は、船尾が沈下する等、沈没の危険がある船舶では乗船した

まま損傷状況の確認を行わないこと。 
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 付図１ 事故発生経過概略図（１件目の事故） 
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 付図２ 事故発生場所略図（２件目の事故） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


